
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９門第１０３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年５月１１日 １５時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市喜入町新日本石油基地喜入船だまり北防波堤灯台から真

方位１６３°３,０００ｍ付近 

（概位 北緯３１°２２.０６′ 東経１３０°３３.０１′） 

事故等調査の経過  平成２１年７月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務所）

を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 おおしお、１９トン 

   ２９３－３２４２８鹿児島、大分海事株式会社 

Ｂ 起重機船 大 龍
だいりゅう

号、長さ４７ｍ、幅１７ｍ、深さ３ｍ 

   なし、大分海事株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士 

Ｂ なし 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首船底部に軽微な凹損を伴う擦過傷 

 事故等の経過 Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、作業員４人を乗せた船首約１.４ｍ、

船尾約２.０ｍの喫水となったＢ船をえい
．．

航して、喜入町前之浜沖に至り、

港湾土木作業に従事していたところ、風が強くなったため、作業を中断し

ている際、風に圧流され、平成２１年５月１１日１５時００分ごろ、陸岸

近くの浅所にＢ船の船首が乗り揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約１２m/s 

海象：潮汐 ほぼ低潮時 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ａ船は、Ｂ船をえい
．．

航中、風圧に対する配慮が適

切でなかった可能性があると考えられる。 

Ｂ船が風の影響により圧流された可能性がある

と考えられる。 

原因 本事故は、喜入町前之浜沖において、Ａ船がＢ船をえい
．．

航中、風圧に対

する配慮が適切でなかったため、Ｂ船が風に圧流されて浅所に乗り揚げた

ことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




